
派

遣

社

員

募

集

　

電
話
連
絡
の
う
え
、
履
歴
書
を
持
参
ま
た

は
郵
送
し
て
く
だ
さ
い
。
後
日
、
面
接
日
程

を
連
絡
し
ま
す
。

①
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー

　

▼
年
齢

　
　

不
問

　

▼
資
格

　
　

介
護
支
援
専
門
員

　

▼
雇
用
期
間

　
　

随
時
〜
平
成
27
年
３
月
31
日

　
　

※
継
続
あ
り

　

▼
賃
金
形
態

　
　

時
給
１
，
５
０
０
円

　
　
（
別
途
通
勤
費
あ
り
）

　

▼
勤
務
地

　
　

矢
部
地
区

　

▼
就
業
時
間

　
　

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時
15
分

　

▼
休
日

　
　

土
曜
日
、
日
曜
日
、
祝
祭
日

②
施
設
の
給
食
調
理
業
務

　

▼
年
齢

　
　

不
問

　

▼
資
格

　
　

調
理
師

　

▼
雇
用
期
間 お

し
ら
せ
版

　
　

随
時
〜
約
半
年
間

　
　

※
継
続
あ
り

　

▼
賃
金
形
態

　

時
給
７
３
０
円

　

▼
勤
務
地

　
　

矢
部
地
区

　

▼
就
業
時
間

　
　

８
時
間
労
働
の
シ
フ
ト
制

　
　
（
早
出
、
遅
出
あ
り
）

　

▼
休
日

　
　

シ
フ
ト
に
よ
る
（
週
２
日
）

③
厨
房
調
理
補
助
（
洗
い
場
・
朝
食
調
理
）

　

▼
年
齢

　
　

不
問

　

▼
資
格

　
　

経
験
者
優
遇

　

▼
雇
用
期
間

　
　

随
時
〜
約
半
年
間

　
　

※
継
続
あ
り

　

▼
賃
金
形
態

　
　

時
給
６
８
０
円
〜
８
０
０
円

　

▼
勤
務
地

　
　

矢
部
地
区

　

▼
就
業
時
間

　
　

午
後
５
時
〜
午
後
10
時
（
５
時
間
程
度
）

　

▼
休
日

　
　

シ
フ
ト
に
よ
る

④
厨
房
調
理

　

▼
年
齢

　
　

不
問

　

▼
資
格

　
　

調
理
師

　

▼
雇
用
期
間

　
　

随
時
〜
約
半
年
間

　
　

※
継
続
あ
り

　

▼
賃
金
形
態

　
　

月
収
15
万
円
〜
25
万
円

　
　
（
別
途
通
勤
費
あ
り
）

　

▼
勤
務
地

　
　

矢
部
地
区

　

▼
就
業
時
間

　
　

午
前
５
時
30
分
〜
午
後
８
時
30
分

　
　
（
7.5
時
間
）

　

▼
休
日

　
　

シ
フ
ト
に
よ
る

⑤
宿
泊
施
設
フ
ロ
ン
ト
業
務

　

▼
年
齢

　
　

不
問

　

▼
資
格

　
　

経
験
者
優
遇

　

▼
雇
用
期
間

　
　

随
時
〜
約
半
年
間

　
　

※
継
続
あ
り

　

▼
賃
金
形
態

　
　

月
収
15
万
円
〜
25
万
円

　
　
（
別
途
通
勤
費
あ
り
）

　

▼
勤
務
地

　
　

矢
部
地
区

　

▼
就
業
時
間

　
　

午
前
７
時
〜
午
後
９
時
（
7.5
時
間
）

　

▼
休
日

　
　

シ
フ
ト
に
よ
る

⑥
料
飲
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー

　

▼
年
齢

　
　

不
問

　

▼
資
格

　
　

経
験
者
優
遇

　

▼
雇
用
期
間

　
　

随
時
〜
約
半
年
間

　
　

※
継
続
あ
り

　

▼
賃
金
形
態

　
　

月
収
15
万
円
〜
25
万
円

　
　
（
別
途
通
勤
費
あ
り
）

　

▼
勤
務
地

　
　

矢
部
地
区

　

▼
就
業
時
間

　
　

午
前
６
時
〜
午
後
10
時
（
7.5
時
間
）

　

▼
休
日

　
　

シ
フ
ト
に
よ
る

◆
問
い
合
わ
せ
先

　

㈱
ま
ち
づ
く
り
や
べ
人
材
派
遣
事
業
部

　
（
72

－

２
８
６
１
）

【
商
工
観
光
課
（
72

－

１
１
５
８
）】

政
治
家
の
寄
附
は
禁
止

有
権
者
が
求
め
る
こ
と
も
禁
止

　

年
末
年
始
は
何
か
と
贈
り
物
や
お
祝
い
事

を
す
る
機
会
の
多
い
シ
ー
ズ
ン
で
す
が
、
政

治
家
が
選
挙
区
内
の
人
に
、
お
金
や
物
を
贈

る
こ
と
は
公
職
選
挙
法
で
禁
止
さ
れ
て
い

ま
す
。

　

次
の
①
か
ら
④
ま
で
及
び
⑥
の
項
目
に

よ
っ
て
処
罰
さ
れ
る
と
、
公
民
権
停
止
（
※
）

の
対
象
と
な
り
ま
す
。
寄
附
禁
止
の
ル
ー
ル

を
守
っ
て
、明
る
い
選
挙
を
実
現
し
ま
し
ょ
う
。

※
「
公
民
権
停
止
」
…
選
挙
へ
の
立
候
補
、

選
挙
で
の
投
票
、
選
挙
運
動
へ
の
参
加
等

が
禁
止
さ
れ
る
こ
と
。

①
政
治
家
の
寄
附
の
禁
止

　

政
治
家
が
選
挙
区
内
に
あ
る
者
に
対
し

て
寄
附
を
す
る
こ
と
は
、
そ
の
時
期
や
名

義
の
い
か
ん
に
関
わ
ら
ず
、
罰
則
を
も
っ

て
禁
止
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
政
治
家
以
外

の
者
が
政
治
家
名
義
の
寄
附
を
す
る
こ
と

も
罰
則
を
も
っ
て
禁
止
さ
れ
ま
す
。

お

知

ら

せ

②
政
治
家
に
対
す
る
寄
附
の
勧
誘
・
要
求
の

禁
止

　

政
治
家
に
対
し
て
寄
附
を
す
る
よ
う
勧

誘
や
要
求
を
す
る
こ
と
も
禁
止
さ
れ
ま
す
。

政
治
家
を
威
迫
し
て
、
あ
る
い
は
、
政
治

家
の
当
選
ま
た
は
被
選
挙
権
を
失
わ
せ
る

目
的
で
勧
誘
や
要
求
を
す
る
と
処
罰
さ
れ

ま
す
。
政
治
家
名
義
の
寄
附
を
求
め
る
こ

と
も
禁
止
さ
れ
て
お
り
、
威
迫
し
て
求
め

る
と
処
罰
さ
れ
ま
す
。

③
政
治
家
の
関
係
団
体
の
寄
附
の
禁
止

　

政
治
家
が
役
職
員
や
構
成
員
で
あ
る
団

体
や
会
社
が
、
選
挙
区
内
に
あ
る
者
に
対

し
て
、
政
治
家
の
氏
名
を
表
示
し
た
り
、

氏
名
が
類
推
さ
れ
る
よ
う
な
方
法
で
寄
附

を
す
る
こ
と
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
、
選
挙

に
関
し
て
寄
附
を
す
る
と
処
罰
さ
れ
ま
す
。

④
後
援
団
体
の
寄
附
の
禁
止

　

後
援
団
体
（
い
わ
ゆ
る
後
援
会
）
が
、

選
挙
区
内
に
あ
る
者
に
対
し
て
、
花
輪
・

供
花
・
香
典
・
祝
儀
や
、
こ
れ
ら
に
類
す

る
も
の
を
出
し
た
り
、
後
援
団
体
の
設
立

目
的
に
よ
り
行
わ
れ
る
行
事
や
事
業
に
関

す
る
寄
附
以
外
の
寄
附
を
す
る
と
、
そ
の

時
期
や
名
義
の
い
か
ん
に
関
わ
ら
ず
処
罰

さ
れ
ま
す
。

⑤
年
賀
状
等
の
あ
い
さ
つ
状
の
禁
止

　

政
治
家
は
、
選
挙
区
内
に
あ
る
者
に
対

し
て
、
答
礼
の
た
め
の
自
筆
に
よ
る
も
の

を
除
き
、
年
賀
状
・
暑
中
見
舞
状
等
の
時

候
の
あ
い
さ
つ
状
（
電
報
等
も
含
む
）
を

出
す
こ
と
は
禁
止
さ
れ
ま
す
。

⑥
あ
い
さ
つ
を
目
的
と
す
る
有
料
広
告
の

禁
止

　

政
治
家
や
後
援
団
体
が
、
選
挙
区
内
に

あ
る
者
に
対
し
て
、
主
と
し
て
あ
い
さ
つ

を
目
的
と
す
る
有
料
の
広
告
を
新
聞
・
雑

誌
・
テ
レ
ビ
・
ラ
ジ
オ
・
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
等
に
出
す
と
処
罰
さ
れ
ま
す
。
政
治
家

や
後
援
団
体
に
対
し
、
あ
い
さ
つ
を
目
的

と
す
る
有
料
広
告
を
求
め
る
こ
と
も
禁
止

さ
れ
て
お
り
、
威
迫
し
て
求
め
る
と
処
罰

さ
れ
ま
す
。

【
選
挙
管
理
委
員
会
（
72

－

１
１
１
１
）】

ゴ
ミ
収
集
日
の
確
認
を
！

　

12
月
28
日
㈰
か
ら
平
成
27
年
１
月
３
日
㈯

ま
で
、
ゴ
ミ
の
収
集
は
休
み
で
す
。
そ
の
間

は
ゴ
ミ
収
集
所
に
ゴ
ミ
を
出
さ
れ
な
い
よ
う

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。
な
お
、
年
末
年

始
に
つ
い
て
は
収
集
日
が
通
常
と
異
な
る
日

が
あ
り
ま
す
の
で
、
各
戸
に
配
布
し
て
あ
り

ま
す
「
ご
み
収
集
カ
レ
ン
ダ
ー
」
を
ご
確
認

く
だ
さ
い
。

※
12
月
27
日
㈯
及
び
平
成
27
年
１
月
４
日
㈰

は
個
人
や
事
業
所
に
よ
る
小
峰
ク
リ
ー
ン
セ

ン
タ
ー
へ
の
直
接
持
込
み
は
で
き
ま
せ
ん
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

　

小
峰
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
（
82

－

３
２
９
７
）

【
環
境
衛
生
係
（
72

－

０
７
６
７
）】

年
末
年
始
の
し
尿
収
集
に
つ
い
て

　

年
末
年
始
は
、
し
尿
の
く
み
取
り
の
依
頼

が
多
く
、
混
雑
が
予
想
さ
れ
ま
す
の
で
、
早

め
に
業
者
に
依
頼
し
て
く
だ
さ
い
。
千
滝
ク

リ
ー
ン
ハ
ウ
ス
の
受
け
入
れ
が
年
末
は
12
月

26
日
㈮
ま
で
で
す
の
で
、
業
者
に
よ
る
汲
み

取
り
も
12
月
26
日
㈮
ま
で
で
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

　

㈾
み
ず
ほ
環
境
公
社
（
72

－

４
６
４
９
）

　

大
谷
清
掃
公
社
㈲
（
75

－

０
６
５
８
）

【
環
境
衛
生
係
（
72

－

０
７
６
７
）】

「
社
会
保
険
料
（
国
民
年
金
保
険
料
）

控
除
証
明
書
」
が
発
行
さ
れ
ま
す

　

国
民
年
金
保
険
料
は
、
所
得
税
及
び
住
民

税
の
申
告
に
お
い
て
全
額
が
社
会
保
険
料
控

除
の
対
象
と
な
り
ま
す
。
そ
の
年
の
１
月
１

日
か
ら
12
月
31
日
ま
で
に
納
付
し
た
保
険
料

が
対
象
で
す
。

　

こ
の
社
会
保
険
料
控
除
を
受
け
る
た
め
に

は
、
納
付
し
た
こ
と
を
証
明
す
る
書
類
の
添

付
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
た
め
、
平
成
26
年
１
月
１
日
か
ら
９

月
30
日
ま
で
の
間
に
国
民
年
金
保
険
料
を
納

付
さ
れ
た
方
に
つ
い
て
は
、「
社
会
保
険
料（
国

民
年
金
保
険
料
）
控
除
証
明
書
」
が
11
月
上

旬
に
日
本
年
金
機
構
か
ら
送
付
さ
れ
ま
す
の

で
、
年
末
調
整
や
確
定
申
告
の
際
に
は
必
ず

こ
の
証
明
書
（
又
は
領
収
書
）
を
添
付
し
て

く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
平
成
26
年
10
月
１
日
か
ら
12
月
31

日
ま
で
の
間
に
今
年
は
じ
め
て
国
民
年
金
保

険
料
を
納
付
さ
れ
た
方
に
つ
い
て
は
、
翌
年

２
月
上
旬
に
送
付
さ
れ
ま
す
。

　

な
お
、
ご
家
族
の
国
民
年
金
保
険
料
を
納

付
さ
れ
た
場
合
も
、
ご
本
人
の
社
会
保
険
料

控
除
に
加
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
の
で
、
ご

家
族
あ
て
に
送
ら
れ
た
控
除
証
明
書
を
添
付

の
う
え
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

　

熊
本
東
年
金
事
務
所

　
（
０
９
６
―
３
６
７
―
８
１
４
４
）

【
健
康
福
祉
課
（
72

－

１
１
７
３
）】

二
十
歳
に
な
っ
た
ら『
国
民
年
金
』

　

二
十
歳
を
迎
え
る
と
、
さ
ま
ざ
ま
な
権
利

と
と
も
に
義
務
も
生
ま
れ
ま
す
。
国
民
年
金

に
加
入
す
る
こ
と
も
そ
の
ひ
と
つ
で
す
。

　

皆
様
方
の
中
に
は
、「
年
金
な
ん
て
先
の
こ

と
だ
か
ら
関
係
な
い
。」
な
ん
て
思
っ
て
い
る

人
は
い
ま
せ
ん
か
？

　

国
民
年
金
は
、
日
本
に
住
ん
で
い
る
二
十

歳
か
ら
六
十
歳
ま
で
の
す
べ
て
の
人
が
加
入

し
て
、
や
が
て
誰
に
も
訪
れ
る
老
後
の
所
得

保
障
だ
け
で
な
く
、
障
害
や
死
亡
と
い
っ
た

不
慮
の
事
故
な
ど
に
よ
り
私
た
ち
の
生
活
の

安
定
が
損
な
わ
れ
る
事
の
な
い
よ
う
、
み
ん

な
で
前
も
っ
て
保
険
料
を
出
し
合
い
お
互
い

を
支
え
合
う
制
度
で
す
。

　

ま
た
、
少
子
高
齢
化
が
進
行
し
現
役
世
代

の
負
担
が
年
々
増
加
し
て
い
ま
す
が
、
基
礎

年
金
の
半
分
は
国
庫
負
担
で
賄
わ
れ
て
い
る

た
め
、
現
在
二
十
歳
の
方
も
納
付
し
た
保
険

料
以
上
の
年
金
が
受
け
取
れ
ま
す
。
さ
ら
に

賃
金
や
物
価
の
変
動
に
合
わ
せ
て
年
金
額
が

改
定
さ
れ
ま
す
の
で
、
大
変
有
利
で
す
。
た

だ
し
、
加
入
の
手
続
き
や
保
険
料
の
納
め
忘

れ
が
あ
る
と
年
金
が
受
け
取
れ
な
い
こ
と
も

あ
り
ま
す
の
で
、「
あ
の
と
き
に
・
・
・
」
と

後
悔
す
る
前
に
必
ず
国
民
年
金
の
加
入
手
続

き
を
取
り
ま
し
ょ
う
！

　

な
お
、
学
生
の
方
や
収
入
が
少
な
く
保
険

料
の
納
付
が
困
難
な
方
の
場
合
は
、「
学
生
納

付
特
例
」
や
「
若
年
者
納
付
猶
予
」
な
ど
保

険
料
の
支
払
い
を
猶
予
す
る
制
度
が
あ
り
ま

す
の
で
、
役
場
健
康
福
祉
課
で
国
民
年
金
の

加
入
手
続
き
と
併
せ
て
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

【
健
康
福
祉
課
（
72

－

１
１
７
３
）】

年金手帳

年金手帳

募

集

1515 14


